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平成２９年 第１０回教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日時     平成２９年９月２２日（金）  午後６時～ 

２ 場所     小林中央公民館 ２階 会議室 

３ 出席委員   槇健一郎 大部薗智子 椎屋芳樹 大角安子 中屋敷史生 

４ 参与職員   山下康代 日高智子 深田利広 大山和彦 松田和弘 

         （調整職員）川俣洋寿 

５ 説明職員 

６ 会議内容 

開会 18：00 

槇委員長   皆さん、こんばんは。 

       ただいまより、平成２９年９月１５日付小林市教育委員会告示第１３号で招

集されました平成２９年度小林市教育委員会定例会を開催いたします。 

       本日は５名の傍聴者がいらっしゃいます。 

       まず、お諮りします。小林市教育委員会会議規則第１５条に基づき、本日の

会議を公開することでよろしいでしょうか。（異議なし） 

       ありがとうございます。 

       異議はないようですので、それでは、傍聴者の皆様は、小林市教育委員会会

議傍聴規則により傍聴くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

槇委員長   それでは、早速議事に入らせていただきます。 

       まず、報告から行います。 

       報告第１５号平成２９年度第６回市議会定例会について、お願いいたします。 

山下教育部長 それでは、報告第１５号平成９年度第６回市議会定例会（９月議会）につい

て報告いたします。 

       ２ページをお開きください。 

       ９月４日に本会議が開会されました。本日２２日、委員会が終わったところ

です。教育部の全ての課が本日終わりました。１０月３日が本会議閉会日に

なっております。 

       本日は、一般質問の報告をさせていただきます。本日行われました委員会の
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報告につきましては、次回の定例委員会でまとめて報告したいと思っており

ます。 

       ３ページから１２ページまでは、一般質問の通告書を添付いたしました。今

回、１２人の一般質問の中で、教育部には４人の方からの質問がありました。

概要を報告いたします。 

       １３ページになりますが、福本議員です。 

       障がい者支援ということで、障がい者に対応した公共施設の改修ということ

で質問がありました。現在、障がいをお持ちの方から、ここを改修してくだ

さいという要望はきていないですかという質問がありました。 

       私から、まず学校教育課ですが、障がいのある児童生徒が入学、転入等で在

籍する際に、保護者の方からバリアフリー、段差の解消などの相談はありま

す。これにつきましては、在籍する前に施設の段差の解消、スロープや手す

りの設置など、随時行っていますと答弁をしております。社会教育課とスポ

ーツ振興課については、現在のところ要望はきておりませんと答弁しており

ます。 

       それから、バリアフリーの対応ということで、学校施設で和式のトイレが多

いが、現在はどういう状況かお尋ねがありました。 

       １４ページになりますが、私から、学校のトイレの洋式化については、小中

学校の洋式化は３２．９％となっております。宮崎県の平均が３１．４％、

それから、全国の平均は４３．３％となっております。県の状況の平均は上

回っているんですけれども、全国の平均４３．３％までには持っていきたい

ということで答弁をしています。 

       それから、１５ページですが、同じく福本議員です。地域活性化についてと

いうことで、地域に根差した郷土料理の継承ということで、市の取り組み、

これからこのような技術をどう守り継承していく考えかお尋ねがありまし

た。 

       前回、２８年３月に福本議員からマイスター制度ということで質問がありま

したので、その後、霧島市にあるＮＰＯ法人霧島食育研究会に視察研修に行

きました。この後、小林でどういうふうに取り組んでいくかと検討を行った

ところです。現在、社会教育課では、公民館講座で郷土料理継承、それの普

及活動を行っております。そして、地域の食材を生かしながら、地域の高齢



3 

 

者、または調理科の高校生、あるいはヘルスメイトを活用して事業を展開し

ております。 

       さらに、今年度は、西諸定住自立圏共生ビジョンの取組の中で、生涯学習講

座の講師人材バンクとして西諸広域で冊子の作成を予定しております。現在、

多種多様な講座の講師を自薦・他薦問わず募集をしておるところであります。

地域で郷土料理を得意としている方、それから、高齢者の方で郷土料理に関

するすぐれた知識や技能を持っている方を発掘して、この方々を講師として

登録する予定で今進めていると答弁をしております。 

       １７ページにまいります。 

       大迫議員になりますが、教育行政について、教育環境についてということで、

まず、学校の今後の改修・改築計画はどうなっていますか、今回の夏休みの

短縮について、それから午前中５時間授業についてということで質問があり

ました。 

       私から、まず学校施設の改修・改築ですが、平成２８年度時点で耐震化率は

１００％を達成しました。しかし、学校施設の老朽化に伴って、漏水とか雨

漏り、小規模な修繕が発生しております。それらの修繕につきましては、年

に１回各学校とのヒアリングを行いまして修繕工事の依頼を取りまとめて、

優先順位をつけながら修繕工事を行っているところであります。また、年度

途中におきましても、学校側から緊急に修繕依頼があった場合は、学校の聞

き取り、現地調査を行いながら、優先順位をつけて修繕を行っております。

また、体育館、それから三松中学校以外のプールになるんですが、改修・改

築につきましては、平成３２年度策定予定の長寿命化計画に基づき検討して

いきたいと考えておりますと答弁しております。 

       それから、午前中の５時間授業についてですが、学校の校時程などの教育課

程の編成は、学校が主体となって保護者の了承を得ながら組み立てておりま

す。午前中に５時間授業をしている学校のメリット等を答えて、教育委員会

といたしましては、できるだけ学校側の主体性を尊重してまいりたいと考え

ております。また、子どもたちに過重負担となるような教育課程がある場合

は、指導をしてきたいということで答弁をしております。 

       それから、部活動の休業日、２０ページになりますが、教職員の労働環境に

ついてということで現状のお尋ねがありましたので、教育長から答弁をして



4 

 

おります。それから、２２ページになりますが、貧困対策ということで、就

学援助の中の修学旅行のほうの質問がありましたので、私から答弁をいたし

ました。 

       ２５ページになります。穴見議員です。 

       高齢者及び障害者の外出支援ということで、学校のスクールバスの空席を利

用してできませんかというような質問がありました。 

       私から答弁をいたしましたが、内山地区のスクールバスと須木地区のスクー

ルバスがございます。まず、内山地区のスクールバスについては、内山地区

から野尻小中学校に通学する児童生徒を支援する目的で運行しております。

本年度は小学生９名、中学生３名の１２名が利用しております。運行は、４

人乗りの小型タクシー１台、これは４名乗りですが３名乗車しております。

最大９人乗りのジャンボタクシーが１台、これには９名乗車の２台が走って

おります。これにつきましては、小型タクシー、ジャンボタクシーともに乗

車定員に余裕がないことから、空席を利用することは困難な状況でございま

す。 

       それから、須木地区のスクールバスにつきましては、奈佐木方面と鳥田町方

面の２路線で走っております。２９人乗りマイクロバス２台で運行しており

ます。このバスにつきましては、奈佐木方面の路線が小学生８名、中学生１

名、それから、鳥田町方面が小学生２名、中学生３名の１４名の児童生徒と

なっております。空席はございますが、スクールバス以外の用途での使用と

なりますと、児童生徒以外の方が乗ることになりますので、いろいろな検討

が必要になってくるのではないかとお答えいたしております。 

       それから、２７ページになります。蔵本議員です。 

       まず、格差・貧困問題ということで、格差・貧困問題対策について、基本的

な考え方を教育長からお答えくださいと質問がありました。 

       子どもの貧困について基本的な考え方といたしましては、教育委員会といた

しましては、全ての児童生徒に対して学習機会を均等に提供し、基礎学力を

保障しながら、学ぶ意欲の高揚と自分の将来に対して夢を持ち続けることが

できるような教育環境を整備していきたいと考えております。あわせて、経

済的な負担を援助する取り組みが必要だと考えておりますと答弁をしてお

ります。 
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       ２９ページになります。格差、貧困についてということで、入学準備金、就

学援助金について質問がありました。 

       入学準備金につきましては、３月議会で質問をされましたので、それについ

て私から答えております。平成３０年度の入学準備金に関しましては、平成

３０年２月ごろに支給をしたいと考えております。計画といたしましては、

今年度内に要綱の見直し等を行っていきたいと思っております。それから、

１月に認定作業、２月に支給、それから、本年の１２月の補正予算で計上さ

せていただきたいと答えております。 

       それから、３０ページになります。蔵本議員からです。 

       バリアフリーのまちづくりということで、例えば体育館、文化会館のバリア

フリーについて、どんな問題があると認識していますかと質問がありました。 

       教育委員会が所管する部分につきましては、例えば地区体育館でありました

ら、現在スポーツ振興課の所管している施設が３４カ所あるんですが、障害

者トイレは１２施設しかありませんので、障害者トイレの設置が問題になっ

ていると思っております。それから、学校におきましても、小学校、中学校

合わせて７カ所しか障害者トイレがありませんので、こういうトイレ、それ

から手すり等にも問題があるというふうに思っております。それから、社会

教育課におきましては、公民館、図書館、それから文化会館には障害者トイ

レがあるんですけれども、その中で文化会館につきましてはオストメイトの

設置がないということで、現時点では一番問題になっていると答弁しており

ます。 

       その後、蔵本議員から、自分も障がい者の方と一緒にいろんな施設を回りま

したということで、体育館、文化会館、テニスコートに障がい者の方が不便

なところが幾つかあったということで、ぜひ一度一緒に実態調査をやっても

らって、今後計画を立てていただきたいと要望がありましたので、今後は障

がい者の方も含め、これは教育部だけではない問題ですので、各課連携をと

りながら実態調査をやっていきたいなということで考えております。 

       議会の報告については、以上になります。 

槇委員長   ありがとうございます。 

       何かご質問ないでしょうか。 

中屋敷教育長 オストメイトについて、ちょっと説明したほうがいいんじゃないですか。 
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山下教育部長 オストメイトとは、膀胱機能障害などの方が、ストーマといって腹部を切開

して袋をつけて、排泄をする障がいを持っている方たちのことをいいます。

その方たちが外出したときに、その袋を交換するための施設がトイレにあり

ます。普通の手洗いをするだけの部分じゃなくて、その袋を取り出して中を

捨てるような施設が必要になります。これは特別に工事をしないといけませ

んので、そういう施設になります。 

       今回できました市役所の本庁舎は、１階、２階、３階、４階全てのところに

施設ができております。個々の部分でいきますと、市の体育館の駐車場に障

害者トイレが外にあるんですが、そこにもついております。 

       これについては、文化会館にはいろんな方たちが来られますので、そういう

方たち専用のオストメイト対応のトイレが必要だと思っておりますので、文

化会館については、今現在、見積もりをとったり、どのぐらい施設が要るか、

今ある障害者トイレの中に設置ができそうですので、早急に進めたいと考え

ております。 

槇委員長   今から増えますよね、オストメイトの方。ものごく大腸がんが増えていて、

場所によってはもう必ずオストメイトをつけないと手術できないというこ

とが今増えていますから、やっぱり早目にしてやらんと、そういう方が行け

なくなると大変ですから早目にしたほうがいいと思います。予算の関係もあ

ると思うし、結構高いと思いますけど、早目早目にやっぱり対処をやったほ

うがいいと思うんです。今は年寄りだけじゃなくて若い方もしている方がい

らっしゃるから、その辺も含めてやっぱり考えていただいたほうがいいと思

いますね。 

       ほか、よろしいでしょうか。        

椎屋委員   学校施設を含めて、社会教育関係施設についても老朽化が毎回指摘をされて、

限られた予算の中ですので非常に苦慮されているんだろうと思います。 

       特に今、プール関係をよく聞くんですが、怪我の可能性があるとか、草が生

えているとか、更衣室がひどいとか、いろんな意見もあるんですが、その中

で、３２年度に策定予定の長寿命化計画についてちょっと教えてもらえます

か。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

山下教育部長 小林市全体の小林市長寿命化の施設の計画書は、大枠が現在できております。
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それに基づいて各課個別の計画を３２年度までに作成しなければならない

となっております。 

       今、文科省から、学校施設を含めて長寿命化計画をつくるための指針が打ち

出されましたので、それをもとに、例えば今ある施設を長寿命化するために

はこういうふうな工事が要りますよとか、もうこれは新しく施設をつくらな

いといけません。教育部だけではないんですけれども、市の財政の検討委員

会も担当者を集めて会議が今後されるようですので、早急に教育部としても

取り組んでいきたいと思っております。 

       指摘があったプールについても、どこの学校も本当に古くて、プールの下の

ほうで怪我をしたという事例も去年ありましたので、その辺は早急に塗り直

したりとかしたんですけれども、どこの学校も古いというふうに私どもも認

識しております。 

槇委員長   ありがとうございました。 

       ほかにないですか。 

中屋敷教育長 関連でよろしいですか。 

槇委員長   はい。 

中屋敷教育長 本当にプールが今老朽化して、どこの学校もどうするかということで検討に

入っているんですけども、三松中学校のプールだけは、道が広くなった関係

上、早急にやらなければなりませんが、ほかのところは大体同じぐらい傷ん

でいるんですね。そうなったときに、今ある場所に同じように建てるかとな

ったときに、プールは１年のうちに１カ月ぐらいしか稼働しないわけですね。

それに２億も３億もかけるかといったら、もう今の財政では無理な状況にあ

ります。 

       ですから、考え方としては、小中学校のどちらかに近いところに１個整備し

て、そこに行ってやるとか、あるいは十三塚運動公園が近いところはあそこ

のプールを使うとか、それは送迎も想定しないといけないんですけども、そ

ういうふうな考え方にシフトしないと、今までのように古くなったら新しく

つくりますよという考えでは多分無理だろうという状況になっています。今

言いましたように、長寿命化計画の中で、校舎も含めてどういう形に持って

いくかというのは研究しないといけないと思うんです。 

       地区体育館と学校体育館も近いところがありますので、そのグレードを大き
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くして１つにするかとか、そのあたりも今後は検討していかなきゃいけない

なと思っております。 

槇委員長   ありがとうございます。 

       ほかに何かないですか。（なし） 

槇委員長   では、続きまして、報告第１６号ＴＥＮＡＭＵビルの業務委託契約の締結に

ついて、お願いいたします。 

日高社会教育課長 報告第１６号ＴＥＮＡＭＵビルの業務委託契約の締結について、ご報告

を申し上げます。 

       現在、江南跡地に建設中のＴＥＮＡＭＵビルの協議についてですが、地域協

力隊２名を含むブリッジ・ザ・ギャップという任意団体と９月１日付で業務

委託の契約を締結したところでございます。 

       期間については２９年９月１日から平成３０年３月３１日まで、委託料の金

額につきましては６７１万５，８２９円と、税を含むこの金額で契約をした

ところです。現在、事務所を中央公民館の視聴覚室に設置いたしまして、オ

ープンに向けて準備を進めてもらっているところです。 

       以上、報告を終わります。 

槇委員長   ご苦労さまであります。 

中屋敷教育長 これについては後で協議があるんですか。 

槇委員長   はい。 

槇委員長   続きまして、議案第４９号に入ります。 

       平成２９年度放課後子ども教室教育活動サポーターの委嘱ついて、お願いい

たします。 

日高社会教育課長 議案第４９号平成２９年度放課後子ども教室教育活動サポーターの委

嘱ついて、教育委員会の同意を求めます。 

       右の３３ページですけども、永久津の子ども教室に教育活動サポーターを２

名、９月１日から３０年３月３１日まで新たに委嘱をしたところでございま

す。１２名のところを２名追加ということで、現在１４名で活動をしていた

だいているところです。これについて同意をお願いいたします。 

槇委員長   ありがとうございます。 

       何かご質問ないでしょうか。 

大部薗委員長職務代理者 大体の年齢でもいいんですけど、何歳ぐらいの方か教えていただ
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けますか。 

槇委員長   どうぞ。 

日高社会教育課長 １人の方は５４歳、１人の方は４２歳と聞いております。募集ではなく

て、自分のほうからぜひしたいということで手を挙げてくださったんですが、

１名の方は現在サポーターをされている方の友人ということで、ぜひ協力を

したいということ、もう一名の方は、実際自分の子どもがこの子ども教室を

利用したということで、ぜひ協力がしたいということで参加をしていただい

ておるところです。 

槇委員長   何かほかにご質問ないでしょうか。 

       はい、どうぞ。 

中屋敷教育長 わかったら教えてほしいんですけど、永久津は子ども教室のサポーターがか

なり多いじゃないですか。それは地域性というか、何かあるんですかね。ほ

かの教室からすると永久津はサポーターが多いという感覚がしているんで

すけど。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

日高社会教育課長 永久津が今１４名ということなんですが、このほかに栗須も今現在２５

名ということで登録をさせていただいています。 

       永久津については、月１回のミーティングの際に、大体いつ誰が入るという

ようなシフトを決めていただいているということなんですけども、この２名

の方については、実際もう仕事を持っていらっしゃる方なので、自分の勤務

以外の時間、自分ができる時間帯で参加をしていただいているということに

なっております。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

中屋敷教育長 その栗須の２５名は、紙屋もカバーしているんですか、別ですか。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

日高社会教育課長 紙屋は別に４名の方がいらっしゃいます。 

中屋敷教育長 はい、わかりました。多いですね。まあ栗須小は子どもの人数も多いんです

けど。 

槇委員長   周りの方がすごいですよね、サポートしてくれる地域も。 

       ほかにないでしょうか。（なし） 

       では、この件につきましてはご承認いただけますか。（はい） 
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       ありがとうございます。 

 

槇委員長   それでは、議案を終わりまして、次、協議に入りたいと思います。 

       本日、協議が３つあります。 

       まず、小林の未来を担うキャリア教育推進事業について、説明をお願いしま

す。 

       はい、どうぞ。 

大山教育指導監 それでは、資料３６ページになります。 

       小林の未来を担うキャリア教育推進事業について、ご説明いたします。 

       まず、本市のキャリア教育の全体構想をご覧いただきたいと思います。 

       本市では、これからの時代を生きる子どもたちが自立した人間としてたくま

しく社会を生き抜くための社会的・職業的自立の基盤となる能力や態度を育

成するために、学校と地域、産業界の連携・協働によるキャリア教育を推進

しております。 

       ご覧のように、子どもたちはたくさんの教育資源に囲まれています。このよ

うな教育資源を学校教育に取り入れ、活用する取り組みはこれまでも行われ

ておりました。 

       図の左側をご覧いただきたいんですが、ＫＳＳＶＣ、小林学校支援ボランテ

ィアセンターがあります。昨年度は、市内各小中学校において６，３１６件、

延べ２万９，３０８人の地域住民によるボランティアでありますとか、１２

名の方のひなもりたいが活動しまして、読み聞かせや授業、体験活動の支援

でありますとか、登下校の見守り活動に参加していただいております。これ

らは、学校教育の充実だけではなくて、子どもたちに地域で活躍する大人の

姿を見せる機会にもなりますので、ふるさとを愛し、地元に根づく人材の育

成にもつながるものと考えております。 

       一方で、右側をご覧いただきたいんですけども、地元企業や事業所などの産

業界と連携した教育活動については、主に中学校の職場体験で支援をいただ

いている状況にとまっておりまして、課題のある状況でありました。 

       そこで、左のＫＳＳＶＣのような学校と産業界をつなぐ体系的な教育を行う

ために、右側にありますような小林市キャリア教育支援センターを開設いた

しました。これによって子どもたちの社会的・職業的に自立する能力が育ま
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れ、ひいては地域の産業界を担う人材が育成されていくものと考えておりま

す。この支援センターについては、後ほど詳しくご説明いたします。 

       また、この図の中央をご覧いただきたいと思いますが、小林市は、全ての中

学校区で小中一貫した教育に取り組んでおります。これまでの小中一貫教育

の成果を生かしながら、系統性のあるキャリア教育の推進に取り組んでいき

たいと考えております。 

       次のページをご覧いただきたいと思います。 

       今年度から始まりました小林の未来を担うキャリア教育推進事業について

であります。 

       まず、左側ですけれども、小中が一貫したキャリア教育については、市の教

育研究センターでキャリア教育の推進に係る研究を行っております。具体的

には、先日、児童・生徒、それから保護者の皆様、そして教職員にキャリア

教育に関する実態調査を行っております。また、こすもす科を中心としたキ

ャリア教育に関する事業の改善・構築を行って、地域住民でありますとか産

業界を活用した授業づくりを今研究しているところであります。 

       なお、研究協力校としまして三松小学校と中学校を指定しております。両校

では、研究センターと連携した授業実践を行うことにしております。 

       次に、右側をご覧いただきたいと思いますが、学校と教育資源をつなぐ取り

組みについてであります。 

       先ほどご説明しましたとおり、小林市キャリア教育支援センターを小林商工

会議所内に開設いたしました。支援センターには１名のキャリア教育コーデ

ィネーターを配置しておりまして、下にありますような業務を行っておりま

す。例えば産業界のキャリア教育への理解の促進でありますとか職場体験の

受け入れ先の開拓、それから、職業人による出前授業の講師派遣等を行って

いるところであります。 

       センターは５月に開始をしましたが、これまでのコーディネーターの活動に

よりまして、３１の事業所や個人事業主が学校教育への協力を受け入れてい

ただいております。この図のように、キャリア教育支援センターが産業界で

ありますとか地域の人材を学校につないで、各学校のキャリア教育が充実す

るように取り組んでまいりたいと考えております。 

       なお、既にご案内をしておりますけども、来週の木曜日、９月２８日の午後
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２時から小林市文化会館において市内の全ての中学校２年生を一堂に集め

まして、キャリア教育の講演会を行いたいと思います。講師は、元デンソー

の技術者の方でありまして、現在は名古屋大学にお勤めの方です。科学技術

の未来像からこれからの時代を生きていくために必要な力を話していただ

くことになっておりますので、お時間がありましたら、ぜひともご来場いた

だきたいと思います。 

       以上であります。 

槇委員長   ありがとうございます。 

       何かご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

       はい、どうぞ。 

大部薗委員長職務代理者 現在、職場体験を受け入れている企業は何社ぐらいあるんでしょ

うか。以前ですけど、１５社ぐらいあったような記憶があったんですが、そ

れが増えているのか。担任の先生たちが企業ヘ行って受け入れてくださいと

いうのに大変苦労しているということで、今回こういうキャリア教育支援セ

ンターができたんですが、そういうことで、今までの企業よりも受け入れの

数がちょっと増えたのか、それか、まだまだちょっと数が足りないのか教え

て下さい。 

大山教育指導監 実は先日、中学校から事業所を見つけるのが非常に困難な状況にあるとい

うことでＫＳＳＶＣに問い合わせがありました。今、各学校でこれまでに受

け入れていただいた企業を一覧のリストにして、それを今度は全ての学校で

共有するということをやっております。 

       １００社近くはあると思います。かなりの数でした。ただ、全ての学校がそ

れぞれ開拓をしてやっていっていますので、いっぱいあるんですけども他の

学校に伝わっていないというところがありました。今後は、先ほどから出て

いますキャリア教育支援センターで情報を一本化させて提供するというこ

とになっております。 

       以上です。 

槇委員長   すみません。このこすもす科というのはどういうものかというのを説明して

いただけますか。 

大山教育指導監 小中学校には総合的な学習の時間というのがあります。この時間が中学校

では大体７０時間で年間やっていますけども、そのうちの３５時間を小林市
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独自の教材を使ったこすもす科という授業で行っております。 

       これは平成２４年からテキストができまして、具体的には、やはり社会に出

てから必要となる資質・能力を身につけるというのが主な目的でありまして、

自立した一人の人間として力強く生きてくための総合的な力を育成する。で

すから、今やろうとしているキャリア教育と方向性を同じにする授業であり

ます。 

       例えば、実際の職場体験学習もそうなんですけども、立腰でありますとか鉛

筆の持ち方なんかもこすもす科の中で小学校から段階的に教えていくとい

うふうな取り組みを行っているものであります。県内でも非常に素晴らしい

教材をつくっております。 

槇委員長   ありがとうございます。 

       はい、どうぞ。 

中屋敷教育長 ３８ページに登録企業等一覧があると思いますが、これは、キャリア教育支

援センターのコーディネーターですけども、コーディネーターが本年の６月

から今までに開拓した企業リストであります。ですから、コーディネーター

は、朝早く商工会議所に行かれてメールチェックとかをされたら、もうすぐ

外に出られて会社を回って、協力していただけないかということで精力的に

動いていただいて、企業で３０、個人事業主で３つの協力を得ています。で

すから今年度の企業数はもう十分目標値を超しているんですけど、非常にあ

りがたいと思っているところです。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

椎屋委員   以前、呼び方はキャリア教育だったかどうかはわかりませんが、職場体験と

いうようなことで、各飲食店だとかガソリンスタンドに各中学２年生とかが

行って体験させておったんですが、それとの関係はどうなっていますか。 

大山教育指導監 それです。 

椎屋委員   それがこれにかわったということで理解していいんですか。 

大山教育指導監 はい。全ての市内の中学校２年生で大体２日間、ある学校では３日間ほど

企業に行って体験をしているものでございます。 

椎屋委員   そうしたときに、以前に例えばうどん屋さんだとかスタンドとかに行ってい

た企業は、ここにはまだ登録はできていないということでいいんですかね。 

大山教育指導監 これは、コーディネーター個人が開拓をした企業であります。先ほど大部
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薗委員からありましたような、これまでのデータベースは、１００社程度の

ものはもう別にあります。それを今後、ここの支援センターで一括して管理

をしていくということにしております。 

槇委員長   私の病院にも来てますもんね、始まったころから２人。中学校は毎年来ます

もんね。役に立っとるかどうかはわかりませんが。 

       でも、来た子どもたちに聞いたら、やっぱり何か自分が将来なりたいような

ところに行きたいというので来ているみたいで、看護師になりたいとか、薬

剤師になりたいとか、医者になりたいとか、そう言って来ていますからね。

そういったものがそういう人たちのモチベーションを上げるのに役立てば、

それはものすごくいいことだと思います。        

大山教育指導監 今おっしゃったとおり、子どもたちのニーズ感と行く職場ができるだけ一

致をしたほうがいいとなると、やはり多様な職種、それから、たくさんの子

どもたちを預かっていただきますので、数も多くあったほうがいいだろうと

いうことで開拓をしています。 

槇委員長   ありがとうございます。        

中屋敷教育長 このキャリア教育は、今年から小林が重点的にやろうということで今いろい

ろやっているんですけども、社会教育の中でグローバルキッズというのがあ

りまして、いろんな体験コースをやっているんですが、そこで体験をした子

がどういうふうになっていくのかというのを見たときに事業効果とか、そう

いうのが出てきます。今、社会教育課でそれができるかどうかの準備をして

いるんですけども、そのあたりを説明できればお願いしたいと思います。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

日高社会教育課長 グローバルキッズの医療コースというものを３年前からしているんで

すが、今年度、市民病院で受け入れをしていただきました。その際に、参加

の子どもたちに、将来そういう方向でいきたいんですかということで質問し

たところ、ほとんどの子どもさんが手を挙げた状況です。 

       ただ、その子たちが夢を持って医療の方向に進んで、ずっとその気持ちを持

ったままいったというところもありますし、これまで３年間やってきた子ど

もたちが、じゃ、どういう方向で進路のほうに向かっているかということで、

過去に参加した中で高校生になっているお子さんがいらっしゃいますので、

直接アンケートを依頼いたしまして、現在どういう方向に進んでいるかとい
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うことを調査している段階です。 

槇委員長   何かないですか。 

大角委員   こすもす科の教科書は学校に置いてあって家に持って帰らないじゃないで

すか。だから、保護者にこのすばらしい取り組みというか、そこがもうちょ

っと伝わったらよいと思います。また、職場体験も、うちの子どもも、以前

体験したことがあったんですけど、余りよくわからなかったです。文書が１

枚来て、職場体験とか何か選んでくださいとなるけど、結局は、その当時は

受け入れるところも少なかったから、行きたいところに行けない感じでした。 

大山教育指導監 よろしいですか。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

大山教育指導監 確かに資料は毎年配布となると、予算の問題がありますので、学校に一式

そろえて、それをみんなで使っているという状況であります。 

       ただ、今ありましたように、こすもす科のよさとか、どんなことを子どもた

ちが学んでいるかというのを伝えることは大切だと思います。また各学校の

例えば参観日でこの授業を取り入れるとか、学級通信とかでお伝えするとか

いうような努力はしていけたらと思います。ありがとうございます。 

槇委員長   ほかに何かないですか。（なし） 

       もう一つ、そういうふうになってそういうところに進んだ大学生とかがいま

すよね、今勉強している。そういう人たちを呼んで、自分がどうしてこうい

うところに行ったかということを、中学校とか小学校のときに考えて自分は

こうしたということを子どもさんに話してもらうとか、そういうのも一つも

のすごくキャリア教育になっていくような気がするんですよね。もしできる

なら、そういうこともお願いしたいんですけどね。 

大山教育指導監 はい、わかりました。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

大部薗委員長職務代理者 子どもたちが社会人とか職業人として自立していくために必要

な能力、態度を身につけることを重視し、子どもの生きる力を育てることは

大変重要なんですが、その職場での例えば数日間の体験だけで職業感とか、

そういうのを習得するのはちょっと難しいかなと思うんですけど。またその

体験が、先ほど大角委員からもありましたけど、自分の希望の職種のところ

に行けた子はまだいいんですけど、私の息子のときも、もう受け入れる企業
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がなくて全然関係のないところに行って、そこで体験はしたというようなこ

とがあるんですが、またそういう体験も必要だと思います。 

       以前、私もちょっと話をしたんですが、こすもす科の授業と併用して、小学

校から子どもの発達段階に応じた組織的、系統的なキャリア教育が重要じゃ

ないかなと思うんですが、例えば高校に行って、今キャリア教育が必要とい

うことで、高校ではそれが宮崎県でも必須になってやっているところもあり

ます。今までの高校の進路指導というのは高等教育の進路指導に偏りがちで、

進学希望以外の生徒に関する指導とか、学校から社会へ移行するときの支援

が必ずしも十分でないと、学校で行っている学習と将来が結びついていない

というのが現状かなと思うんですが、卒業生が在学時にこうしてほしかった

という事柄の中で、例えば自分の個性とか適正を考える学習をしてほしかっ

たと。また、保護者もそんなにたくさんのいろんな情報を持っているわけじ

ゃないので、進路選択に対してアドバイスが難しかったということがあるん

ですね。 

       そして今、社会の予測がつかないというか、先日もテレビでありましたけど、

コンビニがもう自動化になって、ローソンとか、そういうところが全部自動

販売機みたいになっていくと。ということは、もうコンビニでバイトすると

か、そこで労働する人たちが減っていくというような現状があるということ

ですよね。だから、このことから、個人の未来図を明確にして、例えば企業

の持つビジョンと一致させていく専門的なアドバイスをする専門家のお話

も小林市キャリア教育センターで行っている内容にプラスしていくとよい

ですね。そういう専門的な話も子どもたちが講演とかいう形で聞くと、専門

的な話ですので、自分の今の現状を見ながら将来のことを、子どものそれぞ

れの特性とかがありますので、そこら辺の進路の選択で、こういう職業にし

てどういうふうな生き方をしたいのかと、そういう形につながっていくんじ

ゃないかなと。だから、これプラス専門的なキャリアカウンセリングですか、

こういうのが小林でできたらなと切に願っております。 

大山教育指導監 ありがとうございました。 

       まず１点目が、今までの職場体験学習というのは、どちらかというと職業体

験をすることを大事にしてきました。行った事後、じゃ、終わって帰ってき

たなといったときには感想を書いて終わるとか、そういうのが多かったんで
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すが、ではなくて、やはり行く前と終わった後で委員がおっしゃったような

キャリアプランニングに関するもの等をしっかり指導するというような系

統的な指導ができるように、体験学習の前後にも支援センターからプランニ

ングのお話のできる方を呼んで、効果的な指導になるようにしたいなという

ふうに思っております。 

大部薗委員長職務代理者 はい、よろしくお願いします。 

槇委員長   ありがとうございます。        

中屋敷教育長 ここに３０事業所がありますけども、今、コーディネーターがやっているの

は、学校のニーズと企業のニーズをマッチングさせることなんですね。その

ときに、今言ったように、今までのように職業を理解するだけじゃだめだと。

生き方とか、そういうのを子どもたちに伝えてくださいというふうには言っ

ていますので、今おっしゃったのを少しはクリアしていくかなとは思ってい

ます。 

       もう一つは、キャリア教育というのは職業体験だけじゃなくて、こすもす科

は小学校１年から中学校３年まで系統でずっとつくってありますけども、小

学校の低学年は挨拶とか、当番活動を責任を持ってするとか、そういうレベ

ルなんです。だから、結局そういうものが積み重なっていって社会的、職業

的な自立に結びつくというように体系的にこすもす科はつくってあります

ので、それを十分身につけていけば、どこに行ってもいいような子どもが育

つと思って各学校は頑張っているということです。 

       いろんなものが、例えば挨拶もそうですし、自分の考えはしっかり伝えまし

ょうというのもあるんです。だから、そういうのが全部網羅してありますの

で、それができたときに役に立つのかなという感じはしています。 

槇委員長   はい、わかりました。 

       それでは、どうもありがとうございました。よろしくお願いしときます。 

槇委員長   続きまして、ＴＥＮＡＭＵビルの運営、企画、集客方法について、お願いい

たします。 

日高社会教育課長 社会教育課です。 

       社会教育課では、ＴＥＮＡＭＵビルの運営、企画等、また集客方法について、

協議していただきたいと考えておるところです。 

       先ほど、９月１日に事業委託をしましたということで報告をさせていただい
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たんですが、現在、運営企画について、委託先のブリッジ・ザ・ギャップの

ほうで企画をしているんですけども、ＴＥＮＡＭＵビルは、市民が育てる市

民主導型の施設として、生涯学習活動及び子育て支援の推進、それから交流

活動の促進、まちライブラリーとしての読書推進を行って、市民の交流の場

を提供したいというふうに考えているところです。 

       お手元にお配りをしております配置図なんですけども、この中のまずＡ、赤

い部分、調理スペースなんですけども、ここについては、利用者への簡単な

軽食や飲み物を提供したり、また料理講座、それから管理側が主催したイベ

ント等でも利用したりできる場所としたいということで計画をしておりま

す。 

       さらに、畜産のまち小林市の食をテーマにしたイベントを開催したり、飲食

店の開業を目指す人向けに、最長１カ月間ほどこのスペースでチャレンジカ

フェというような機能を持たせたいというふうに考えております。 

       Ｂの黄色いところのまちライブラリーのスペースでございますが、ここは、

興味のある本を市民が持ち寄って、それを話題にコミュニケーションの輪を

広げていくような新たなコミュニティーを生み出す場所としています。また、

小規模なイベント、それから講座などを頻繁に開催したり、絵画、それから

生け花などの展示会もできるようなスペースになっているところです。 

       また、窓際に霧島山が展望できるカウンターと椅子を設置しておりますが、

景色を眺めながらの読書、それから学習もここでできるように設けていきた

いというふうに考えているところです。 

       Ｃの青いところの部分です。木育キッズスペースでございますが、ここは、

木育教材の設備を置いたり、子どもが自由に木のおもちゃで遊べる場所とな

っております。読み聞かせや親子で参加できる子育てイベントも開催できる

スペースとなっておるところです。子育て世帯の親同士のコミュニティーの

創出、それから、気軽に子育て相談ができる環境づくりをしていきたいとい

うふうに考えているところです。また、子育て支援課が実施しておりますフ

ァミリー・サポート・センターと連携をいたしまして一時預かり機能を設け

て、子連れでもまちライブラリーとか講座などにも参加しやすい環境を整え

たいというふうに考えているところです。 

       誰もが気軽に来られる場所として、また、ここに来れば誰かと会えるという
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場所にしたいんですが、そのためにどのような運営企画、それから活用方法

があるのかの意見をお聞かせいただきたいというふうに思っているところ

です。 

槇委員長   ありがとうございます。 

       何かご意見等ないでしょうか。        

大部薗委員長職務代理者 Ｃの木育キッズスペース、これも大変よいアイデアだなと思うん

ですが、私たちは、昔、小さい子が育つ段階で木をさわったりして育ってい

ましたけど、今はやっぱり子どもが木にさわるって余りないんじゃないかと

思うんですけど。そういう意味でもすごくいいなと思っているんですが、乳

幼児の発達の段階に多くの刺激の中から五感を発達させる段階があると聞

くんですが、この時期に多様な刺激を与えることができる木製玩具で遊ぶと

いうのはとても重要じゃないかなと思います。木製の玩具の特徴である例え

ば色とか木目、におい、あと音、温かく心地のよい肌ざわりとか、非常に多

様な刺激があると思うんですけど、例えば教材に宮崎県の木を使った、自然

そのままの木を切って、磨いて、それをいろんな形に伐採したのをつくって、

積み木とか、そういうのがこの中にあったらいいなと思ったんですが。 

       あと、ほかに、例えば未就学児の子育て中の親御さんを対象にした家庭教育

学級とか、よそから来たお母さんたちもそうなんですけど、友達づくり、幼

稚園に行けばお母さんも友達ができるんですけど、その前の段階というのは、

なかなかやっぱり子育て世代の友達ができにくいということもありますの

で、ここで乳幼児さんとか、そういう子育て中のお母さんたちの家庭教育学

級等、そういうのも何か講座でやっていただいたらどうかなと思うんですが。 

       あと、例えば子育てをするときに雨の日、以前、私、委員会でちょっとお話

ししたんですが、雨の日に屋内で遊べるというか、子どももいっぱい駆け回

ってというのは、雨の日に遊べる何かそういう施設が小林にあったらなと思

って。ふわふわボールとか、あと何か、ボールのプール、あと小さい子たち

が遊ぶ押し車みたいなのとかがいっぱいあって自由に、親御さんがそばにい

て見守りながらそこで思い切り遊ばせるような、そういう施設があの２階に

あったらなというのを思っていたんですけど。 

       その中に、子育てされている世代の方はそうなんですけど、あと一般の方対

象で、今将棋ブームがありますので、将棋もできるとか、あと血圧計とかマ
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ッサージチェアとか、そういうのもちょっとあっていいのかなと。百歳会館

なんかは囲碁とかをされているみたいですけど、あそこにもそういうのを、

もしスペースがあれば、自由なスペースでそんなのもあったらいいかなと感

じました。 

槇委員長   ありがとうございます。 

大角委員   １つ目は質問なんですけど、先ほどチャレンジカフェで１カ月ぐらいと言わ

れたんですが、その方がされているときには、そこのスペースはほかの方は

使えないのでしょうか。 

       あとは要望というか、思ったんですけど、先ほど大部薗委員も家庭教育学級

のことを言われたんですけど、家庭教育学級は、中学校の子どもが終わると

終わります。そして、野尻幼稚園は別ですけど、大概は小学校に入学したと

きから始まります。それで、中学校を終わってからでも、保護者じゃなくな

ってからも学校の垣根を超えて、そのとき学んだ人がこういうようなところ

でまた次の学びができたりとか、あとは、学校に入る前に先ほど言われたよ

うな子育ての学びの場がここにあったらいいなと思うし、あと、小林市外の

人の参加もだし、講師というか、やってもらうというのは可能なんですかね。

というのをお聞きしたいです。 

松田主幹   まず、第１点のチャレンジカフェのことでございます。 

       今、調理スペースというのを整備した中で、実施できる事業、先ほど課長の

ほうからありましたとおり、小林の食材を生かしたいろんな郷土料理の講座

であったりとか、そういうのをしたいというのがまず第１点。 

       そしてチャレンジカフェについては、講座がないときとか、そして、この場

所が中心市街地にあるというような部分もございます。中心市街地の今の状

況というのが空き店舗等が多くて、その部分の活用というのをまた新たに考

えているところでございます。この空き店舗につきましては、小さいショッ

プであったりとか、そういったところで利用したりするという部分もござい

ますので、実際に就業をしたりとか起業をするというような部分での活用が

できないかということで、今回このチャレンジカフェというのを考えたとこ

ろです。 

       このチャレンジカフェにつきましては、今回運営をお願いいたしましたブリ

ッジ・ザ・ギャップの中の１名の地域おこし協力隊の方は、フランス料理の
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シェフでございます。そして、この方は名古屋から来られた方で、名古屋の

中でも相当大きい店の経営等を任されていた方でございますので、そういっ

た経営のノウハウであったりとか、地元の食材を使った料理の部分とか、そ

ういったところも、アドバイザーとして、小林の起業されたいという方々に

自分の持っている知識を提供したいというふうに考えているところです。 

       今、最長で１カ月等というふうに考えておりますけども、この辺はころ合い

をもうちょっと見ながら、日にちについても考えていきたいと思っていると

ころです。 

       また、先ほどありましたような市外の方との交流とか、そういったものなん

ですけども、今回、ＴＥＮＡＭＵビルにつきましては、やはり学びを中心と

したところで、調理スペース、そして読書の交流スペースのまちライブラリ

ー、そして子育てを基本とした木育のキッズスペースと、この３カ所ができ

ていきます。 

       こういった中でさまざまな講座等を実施していくんですけども、今回、会議

スペース的な講座ではなくて、いうなら広い図書館みたいなところで少人数

で少しずつ講座等をしていく中で、それぞれにある講座のコミュニティーが

連携していくとか、こちらのテーブルじゃこんな講座をしているんだ、向こ

うの木育スペースではこんな講話があるんだと、そして読み聞かせのところ

でこういった読み聞かせ講座があるんだというような、そういったいろんな

団体であったりとか参加する方々がどんどん触れ合っていって、コミュニテ

ィーを核としたまちづくり、居場所づくり、地域づくり、人づくりというふ

うなものに発展させていきたいというふうに考えております。 

       この中で、市外の方とのという部分につきましては、この隣には商工会議所

があります。先ほどありましたキャリア教育関係の方々もいらっしゃいます

ので、そういったところの連携をしながら、もしくはいろんな市外の方々の

団体とか、そういったところとの連携も図っていければなというふうに考え

ているところです。 

日高社会教育課長 先ほど大部薗委員からいろんな提案をいただきました。ありがとうござ

います。 

       木育の教材についてなんですが、子どもには木をさわってとかということで

五感の発達の促進、それから、親世代には木に囲まれた空間でリラックスを
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してほしいというような、コミュニケーションをとれるような環境づくりを

したいなというふうに思っています。 

       あと、０歳から１００歳までの全ての人がここで集えるような、市民に楽し

んでいただけるような空間にしたいというふうに思っていますので、子ども

が遊ぶところの横で高齢者の人たちがそれをほほ笑ましく見る姿とか、そう

いうところをイメージしているところであります。 

       高齢者の集いの場所というのも今いろいろとありますけども、昔は江南のと

ころで買い物して、バスを待っている間とか病院に行った帰りにあそこでち

ょっと休憩する場所があったので、少し話せる場所になっていたと思うんで

すけど、そういうふうな感じで、１階が商店になっておりますので、買い物

帰りの方、それから病院帰りの方なども気軽に来て、先ほど言われた血圧計

だったりとか、そういうのも置いて、気軽に本当に来られるような場所にし

たいというふうに思っております。 

松田主幹   よろしいですか。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

松田主幹   先ほど木育の教材の話が出たんですけども、今回、宮崎県産材を利用した木

育教材をお願いしているところです。そして、森林協会というのがございま

して、そちらのほうが継承する宮崎県産材を使った木育教材、そういうのも

そろえていきます。 

       また、先ほど言いましたブリッジ・ザ・ギャップのメンバーたちが、ちょう

ど今、ビルが建設中でありますので、あそこで出た木材の端材というのを今

集めているところなんです。そういったのも使いながら木工教室を開いたり

とか、そういうのもやっていきたいというふうに考えております。 

       以上です。 

槇委員長   はい、ありがとうございます。 

大部薗委員長職務代理者 もう一つ。 

槇委員長   はい。 

大部薗委員長職務代理者 以前は中学生の作品を郵便局に先生が持っていって展示をして

いたりしたのがあるんですけど、今はちょっと見かけたことがないんですけ

ど、例えばそういう市内の子どもたちの作品を展示してもらったらどうかな

と。 
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       あと、来た方にいろんな子育ての情報とか、そういうものをお知らせ板みた

いな、今はでも張り紙というよりも、多分大きなテレビ画面みたいなので流

れるのがつくかちょっとわかりませんが、ここに来たら市内の子育てのいろ

んな情報が、個人の情報でもいいと思うんですけど、何かそういうお知らせ

板みたいなのもあったらいいかなと思います。 

椎屋委員   まだ使用の仕方についてイメージがわかないというのが実感なんですが、ま

ず、業務委託契約の中身を見ていないので、どこまでの契約がなされている

のか、その範囲、例えば運営までこの契約に含まれているのか。 

       それと、このように誰でも来てくださいということはよくわかるんですが、

使用料とかは全くないんですかね。 

松田主幹   こちらの委託業務の内容なんですけども、実際施設の管理、そしてここで実

施する事業等の計画、そちらまでお願いをしているところでございます。 

       また、使用料につきましては、こちらに実際いろんなスペースを設置してお

ります。これのほうも条例の中で利用料金の設定はしております。ここを実

際に占用して講座等を開きたいというような場合でありましたら、使用料を

いただいて利用できるというような部分なんですけども、やはりここは市民

の交流を主とした場所としたいと思っていますので、本当に講座等がないと

きであったりとか、そういった時を利用しての貸し出しになるんではないか

なと思っています。使用料の収入なんかについては、公民館みたいにどんど

ん貸していきますよというような形での利用にはならないような感じにな

ってきているのが現状であります。 

椎屋委員   今、社会教育課等でやっている学習講座等をこの場所でとか、そういうこと

では基本的にないわけですね。 

松田主幹   ここの場所につきましては、生涯学習の場所、もちろんこの公民館でも実施

しているんですけども、やはり差別化を図ろうというのがメーンであります。

今回、ここは読書、図書であったりとか子育てであったりとか、公民館で行

われないような講座であったりとかいうのをメーンにこちらで実施してい

きたいと考えているところです。 

槇委員長   ありがとうございます。 

       よろしいですか。（はい） 

槇委員長   それでは、次の協議第３なんですけども、第２回こばやし霧島連山絶景マラ
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ソン大会について、ご説明をお願いします。 

深田スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。 

       現在、第２回こばやし霧島連山絶景マラソン大会の開催に向けましては、運

営委員会等で協議を行っているところでございます。今回から全ての種別に

おきまして、駅前をスタートといたしまして文化会館をゴールとするコース

で行いたいと考えております。また、今回から、昨年までは１０キロが最長

だったんですけど、ハーフマラソンを実施する予定で、現在、コースについ

て選定を行っているところでございます。 

       お手元にレジュメがあり、次のページにハーフマラソン以下、１０キロ、５

キロ、３キロ、２キロ、１キロのコースを添付させていただいておりますの

で、コースにつきましては、これをご参照いただければと思っております。

ここの部分につきましては、現在、警察署等とも協議の段階でございます。 

       これを踏まえまして、２点ほど本日の委員会において意見を賜りたいと考え

ております。 

       まず、１点目でございます。参加賞及び振る舞い、おもてなしについてでご

ざいます。 

       その中の参加賞についてということで、昨年は小林市で有名でございます黒

豚みそ漬けの冷凍を参加者に、１枚ずつお配りした経緯がございます。あと

はタオル、地元の飲料水等を参加賞として配らせていただきました。 

       また、②の振る舞い、おもてなしについて、昨年は牛汁の振る舞いを行って

おります。こちらにつきましても、第２回におきましては、何をやるかはま

だ未定の部分がございます。また、おもてなしについて、コースの各所にお

きまして、キンカンであったり、バナナであったり、ミニトマトであったり

のおもてなしを行ったところでございます。今回はハーフマラソンもござい

ますので、結構コースにおけるおもてなしも重要になってくるのではないか

と考えております。 

       あと、２の市民の参加についてでございます。 

       参加をいただいたランナーの皆さんからアンケート等をいただいたんです

けど、市民の応援が少なかったとの意見が多数ございました。コースにもよ

りけりなんですけど、なかなか市内を通るコースの設定が厳しい面がありま

すので、今回もこのようなことがあるかもしれないなと思います。そこで、



25 

 

委員の皆さんには、市民の応援をどうやったら沢山集められるか、どのよう

な方法があるかについてご意見を賜れればと思っております。 

       ちなみに、昨年は約１，７００名の参加をいただきました。今年につきまし

ては、ハーフを実施するということで、目標といたしまして３，０００人程

をお迎えして盛大に開催できたらいいなと考えております。 

       以上、この２点につきまして、何かご意見等があればお願いしたいと考えて

おります。        

槇委員長   それでは、何かご意見ないでしょうか。 

       はい、どうぞ。 

大部薗委員長職務代理者 参加賞についてですが、昨年は豚のみそ漬けですか、あとキンカ

ンとかバナナ、大変よかったんじゃないかなと思うんです。私自身がこうい

うのに出たことがないんでよくわからないんですけど、応援に行ったときに

鹿児島の菜の花マラソンに行ったんですが、そこのサツマイモをそれこそ何

台もの機材でふかしてやったりしていたんですけど、小林でサツマイモはち

ょっと時期的にあれなのでだめかなと思いながら、でもこの時期、３月でし

たよね。 

深田スポーツ振興課長 ３月です。 

大部薗委員長職務代理者 ですよね。このころは何があるかなと思ったら、野菜はあります

よね。だから、野菜でもまあ喜ばれるんじゃないかなと。無農薬の野菜とか、

そういうのもいいかなと。あとイチゴもあるんじゃないかなと思ったんです

が、３月ぐらいで。 

深田スポーツ振興課長 取り入れていました。イチゴも、おもてなしで一応選手の皆さんに

は提供をしておりました。 

大部薗委員長職務代理者 何か参加賞とか、そういうのでまた来年来たいみたいな、という

のもないかもしれないですけど、あるかもしれないので、ここは本当に十分

に練って、いい参加賞で。Ｔシャツとかタオルなんかはもう一般的というか、

どこでもあるので、多分走る方はたくさん持っているんじゃないかなと思っ

て、それよりはちょっと変わったものがいいかなと思いました。 

       あと、参加した方に、参加賞ではないんですが、地域の例えば飲食店、小林

は割と食べ物がおいしいというか、お店なんかもおいしい店がたくさんあり

ますので、ここと共同で企画して、例えばレース後にご当地グルメの食べ比
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べができる回遊性のある参加賞とか、あと、タイムが早かったらもう無料で

食べられるとか、何割引きとか、そういうのでアピールしたらいけないのか

もしれませんが、そういうサービスもあって、これがよければまた来年も走

ろうかなというのもあるかなと思います。 

       あと、市民の参加についてですが、ボランティアについてアンケートをされ

たのはすごくよかったかなと思います。そして、私がちょっと不安に思った

のは、参加人数を今年頑張って１，７２８名も集めたと、これも大変立派な

ことだなと思って、来年ハーフをやるというので、多分ふえると予測しての

３，０００人でしょうけど、増えた場合の宿泊ですよね。あと余りに車がふ

えて渋滞して大会に間に合わなかったとか、そういうのも予測されるので、

そこら辺は十分に検討していただきたいなと思って。 

       あと、ボランティアが今年が６１１名ぐらいで、１，０００人を見込んでい

らっしゃる。ことし６００名もボランティアに来ていただいたので、これを

組織化して、このボランティアでもう毎年やっていくんだったら、ボランテ

ィアの中でリーダーを育成していただいて、そこからいろんな人をお手伝い

とか、そういうのに広げていくと、ボランティアもすんなり「来年またお願

いよ」みたいな感じで集めることができるかもしれません。 

       ウエブサイトとか、メールとか、市報とか、チラシとか、自治会の回覧板と

か、あとフェイスブックなんかも。最近、私、小学校に行ってこれを教えら

れて始めたんですけど、自分では全然発信しないんですが、人の発信を見る

といろんな情報が入ってくるので、あれは割とつながりが、いいねと思うと

みんな「いいね！」となるんですよ。今度大会があるから来てねといったら、

「ああ、じゃあ行くか」みたいな形になるかもしれませんので、こういうフ

ェイスブックとか、そういうのもまた利用されるといいかなと。 

       あと、須木地区で今されているジビエ料理ですかね、何かそういうのもあり

ますので、そこら辺もちょっとＰＲできたらなと思います。 

深田スポーツ振興課長 ありがとうございます。 

槇委員長   ほかにないでしょうか。いいですか。 

椎屋委員   市民の方でもあちこちの大会に参加される方もたくさんいらっしゃいます

よね。聞けば、あそこは土産がいいとかいうのをよく聞くんですが、その人

たちの意見も十分聞かれて、小林独自になるようなものがあるのかどうかも
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含めて検討してみたらどうでしょうか。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

中屋敷教育長 昨日、おとといでしたか、ハーフのコースを部長と車で試走をしてきました。

コースがいいなと思ったのは、ずっと行って牧場を通るんですね。そして帰

りに出の山を行くわけです。多分、そのときには桜は咲いていないだろうと

思うんですね。ですから、出発前とか、あそこで牧場のプレゼンをしたら、

あそこを走るときに、また咲くときに来ようというリピーターをつくろうと

いうことで、車の中でいろいろ相談をしながら走ったんですけども。 

       だから、１回きりのイベントではなくて、季節ごとにこういうふうなのが見

えますよというのをプレゼンしないといけないなと思っているところです。

そのプレゼンの仕方をどうしようかなということがまだ決まっていないの

ですが、大型モニターでも駅に設置できて、小林のいいところを、四季折々

のところが出せればいいんですけども、そこまでできないかなと思っていま

す。しかし、走る人たちが、ああ、ここは今度また来てみようというような

マラソン大会にしたいう考えは持っています。 

槇委員長   先ほど言われたように、走る人に聞いてみたら、どういうのがいいか。そう

いう集まりを一遍してみられたらいいですね。 

       それと、何月何日にハーフマラソンをしますということを早目にはっきりし

たほうがいいですよ。去年は重なってしまって、出たかったんだけど、出ら

れなくて別の大会に行ったとか、いろいろ言われたから、早目に発信するの

が大事だと思います。 

       それとやっぱり、先ほど言われたように、駐車場がものすごく大事だろうと

思います。駐車場と、皆さんがあそこにあれだけ集まるんだから、例えば２，

０００人来たらすごい数ですよね。そういう人たちがごちゃごちゃしないよ

うに、すっとそこに集まれるような体制をいかにしてつくるかというのがや

っぱり一番大事だろうと思います。それがうまくいくとものすごくイメージ

がいいみたいです。スタートの段階ですっとスタートのところに立って、す

っと出発できたら、それはものすごくイメージがいいみたいです。その辺を

やっぱりしっかり考えられたほうが、町なかだから特にそれを考えられたほ

うがいいと思います。それはもうお願いします。そうするとまた来られるか

もしれません。市民参加もどんどん声をかけることですよ。 
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       よろしいでしょうか。 

椎屋委員   よろしいですか。 

槇委員長   はい、どうぞ。 

椎屋委員   ボランティアは去年が６００人で、今回は何人ですか。 

深田スポーツ振興課長 一応６００以上で１，０００名ぐらいが必要になってくるのかなと

思っています。２０キロを走りますので、結構交通整理人が必要になります。

昨日、教育長がおっしゃったとおり走ったんですけど、裏道からの入り口が

相当ありますので、そこを通行止めにしたりするのには、結構動員しないと

厳しいのかなと思います。 

槇委員長   それはあると思いますね。 

大部薗委員長職務代理者 委員長、すみません。 

槇委員長   はい。 

大部薗委員長職務代理者 今年の大会に、私、応援に行ったんですが、私も菜の花しか見て

いませんので、あそこは２万人から来るんですね、全国から、初めから。だ

からもう規模がものすごく大きいんですけど、小林を見せていただいて、ま

だ１回ということもあったんですが、走りに来た人が参加賞を楽しみにとい

うところもあるんですけど、あと、例えば地元から出てきた旬の商品とか、

果物とかなんとか、そういうのが少なかったなと思って。なかったですよね、

お土産みたいなのを何か買うお店が。 

深田スポーツ振興課長 土産屋さんがなかったということですね。 

大部薗委員長職務代理者 なかったんですよ。鹿児島あたりだと、鹿児島県内でできるいろ

んな商品がブースにあるんですよ。だから、私たちは、用意ドンで走ってい

って戻ってくるまで何時間か、４時間ぐらいありますので、もう時間がある

わけですよ。何をするかといったら、もうそこで何か食べたり、お買い物を

したり、その時間がまた応援の人は楽しいんです。ところが、小林にはそれ

がなかったもんですから。だから、商工会にでもちょっとまた声をかけてい

ただいて、いろんな商店に参加していただくとまた活気が出ていいのかなと

思います。 

深田スポーツ振興課長 わかりました。 

槇委員長   そしたら今の意見をよろしくお願いします。 

       それでは、協議をこれで終わらせていただきます。 
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槇委員長   その他は何かないですか。（なし） 

       教育委員の皆さん、何か意見交換はありますか。（なし） 

       ないようですので、平成２９年第１０回小林市教育委員会定例会をこれで閉

会いたします。 

       どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

閉会   19：40   
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